
号

外

一�
令

和

七

年

七

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
規
制
課)

二

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
の
表
選
挙
長
の
項
か
ら
審
査
分
会
長
の
項
ま
で
の
規
定
中

｢

一
〇
、
八
〇
〇
円｣

を

｢

一
二
、
二
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
選
挙
立
会
人
の
項
及
び
審
査
分
会
立
会
人
の
項
中｢

八
、
九
〇

〇
円｣

を｢

一
〇
、
一
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
本
則
第
二
号
の
表
選
挙
長
の
項
か
ら
審
査
分
会
立
会
人
の
項
ま
で
の

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又

は
告
示
さ
れ
る
選
挙
又
は
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
係
る
選
挙
長
、
選
挙
分
会
長
、
審
査
分

会
長
、
選
挙
立
会
人
及
び
審
査
分
会
立
会
人
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で

に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
又
は
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
係
る
選
挙

長
、
選
挙
分
会
長
、
審
査
分
会
長
、
選
挙
立
会
人
及
び
審
査
分
会
立
会
人
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

( ) 令和７年７月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
七
月
一
日



岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(
平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
八
条
第
一
項
中｢

、
林
政
部
及
び
都
市
建
築
部｣

を｢

及
び
林
政
部｣

に
改
め
、｢

農
政
部｣

の
下
に｢

及
び
都
市
建
築
部｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

及
び
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部｣

を｢

、

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
及
び
都
市
建
築
部｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
二
号
チ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
保
健
師
、
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
が
医
師
の
指
示
を
受
け
、
緊
急
訪
問
を
行
う
た
め

使
用
中
の
車
両
又
は
助
産
師
が
緊
急
訪
問
を
行
う
た
め
使
用
中
の
車
両

第
五
条
の
三
第
一
項
中｢

通
行
・
駐
車
禁
止
除
外
車
両
指
定
申
請
書｣

を｢

除
外
標
章
交
付
申
請
書｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中｢

、
亡
失
し
た｣

を｢

、
発
見
し
、
又

は
回
復
し
た｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中｢

前
項
各
号｣

を｢

第
四
項
各

号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
標
章
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

除
外
標
章
記
載
事
項
変
更
届(

別
記
第
一
号
様
式
の
六
の
二)

に
記
載
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面

の
写
し
を
添
え
て
公
安
委
員
会
に
提
出
し
、
当
該
標
章
に
変
更
に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６

標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
標
章
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
と
き

は
、
除
外
標
章
再
交
付
申
請
書(

別
記
第
一
号
様
式
の
六
の
三)

に
よ
り
公
安
委
員
会
に
標
章
の
再

交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
八
第
一
項
第
四
号
中｢

お
よ
そ
不
可
能｣

を｢

困
難｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

又
は｣

を

｢

若
し
く
は｣

に
、｢

積
卸
し
で｣

を｢

積
卸
し
又
は
身
体
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
移
動
が
困

難
な
者
の
輸
送
の
た
め
に｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中｢

お
よ
そ
不
可
能｣

を｢

困
難｣

に
改

め
、
同
号
イ
中｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
、｢

積
卸
し
で｣

を｢

積
卸
し
又
は
身
体
の
障
害
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
移
動
が
困
難
な
者
の
輸
送
の
た
め
に｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

駐
車
禁
止
場
所

に
お
け
る
駐
車
許
可
申
請
書｣

を｢

駐
車
許
可
申
請
書｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中｢

駐
車
許
可
を
受

け
た
者｣

を｢

前
項
の
規
定
に
よ
り
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者(

以
下｢

駐
車
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

前
項
に
規
定
す
る｣

を｢

当
該｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項

と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中｢

前
項｣

を｢

第

三
項｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
警
察
署
長
が
認
め
た
と
き
は
、
一
部
又
は
全
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
八
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
用
務
の
性
質
上
、
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
駐
車
の
場
所
が
県
内
の
複

数
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
に
ま
た
が
る
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
は
、
一
つ
の
警
察
署
に
提
出
す
れ

ば
足
り
る
。

第
五
条
の
八
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

９

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
駐
車
許
可
証
記
載
事
項
変
更
届(

別
記
第
一
号
様
式
の
十
一)

に
記
載
事
項
の
変
更
を

証
す
る
書
面
の
写
し
を
添
え
て
警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年７月１日 ( )２



10

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は

破
損
し
た
と
き
は
、
駐
車
許
可
証
再
交
付
申
請
書(

別
記
第
一
号
様
式
の
十
二)

に
よ
り
警
察
署
長

に
駐
車
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

警
察
署
長
は
、
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
条
件
に
違
反

し
た
と
き
、
又
は
特
別
な
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

12

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に

当
該
駐
車
許
可
証(

第
三
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
駐
車
許
可
証)

を
廃

棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

駐
車
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。

二

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
理
由
が
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

駐
車
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
駐
車
許
可
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復

し
た
と
き
。

四

駐
車
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

別
表
第
一
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
表
第
三
一
般
国
道
四
百
十
七
号
の
項
中｢

大
垣
市
中
野
町
二
丁
目
七
〇
番｣

を｢

大
垣
市
中
野
町

二
丁
目
七
三
番
一｣

に
、｢

同

市
池
尻
町
一
二
〇
七
番
一｣

を｢

同

市
池
尻
町
字
小
島
一
二
〇
七

番
一｣

に
改
め
、
同
表
県
道
今
尾
大
垣
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
大
垣
市
道
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
輪
之
内
町
道
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年７月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

県
道
本
庄
揖
斐
川
線

こ
の
規
則
第
五
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
除
外
標

章
再
交
付
申
請
書

こ
の
規
則
第
五
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
除
外
標

章
記
載
事
項
変
更
届

こ
の
規
則
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
除
外
標

章
交
付
申
請
書

こ
の
規
則
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
・

駐
車
禁
止
除
外
車
両
指
定
申
請
書

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
本
庄
字
中
新
田
六
二
〇
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
加
納
字
六
反
田
西
一
三
三
五
番
一
地
先
ま
で

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規

制
課
長

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規

制
課
長

大
野
町
道

大
垣
市
池
尻
町
字
小
島
一
二
〇
七
番
二
地
先
か
ら

同

市
河
間
町
一
丁
目
四
番
六
地
先
ま
で

大
垣
市
西
之
川
町
二
丁
目
五
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
坂
下
町
一
六
番
六
地
先
ま
で

大
垣
市
河
間
町
三
丁
目
二
四
番
地
先
か
ら

同

市
坂
下
町
一
六
番
六
地
先
ま
で

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
本
庄
字
上
新
田
一
〇
二
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
加
納
字
六
反
田
西
一
三
六
二
番
七
地
先
ま
で



別
記
第
一
号
様
式
の
四
中｢使

用
者
(

)
｣

を
削
り
、｢使

用
者
が
｣

を｢用
途
に
よ

り
｣

に
、｢有

効
期
限
を
｣

を｢有
効
期
限
が
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
五
中｢使

用
者
(

)
｣

を
削
り
、｢使

用
者
が
｣

を｢用
途
に
よ

り
｣

に
、｢有

効
期
限
を
｣

を｢有
効
期
限
が
｣

に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年７月１日 ( )４



別
記
第
一
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年７月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年７月１日 ( )６



別
記
第
一
号
様
式
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年７月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



別
記
第
一
号
様
式
の
十
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年７月１日 ( )８



( ) 令和７年７月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
一
号
様
式
の
四
及
び
別
記
第
一

号
様
式
の
五
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
第
一
号
様
式
の
四
及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
五
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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